


 (R8.6) 
三原労働基準監督署 

 
 
 
 
 

１．「労災かくし」とは 

   「労災かくし」とは、事業者が労働災害の発生を隠すため、労働基準監督署に対し、

労働者傷病報告を 

（１）故意に提出しないこと 

（２）虚偽の内容を記載して提出すること 

  をいいます。 

２．「労災かくし」をするとどうなるか 

   「労災かくし」が行われると 

     （１）被災者が本来受けるべき治療や補償を適切に受けることができなくなる。 

     （２）労働災害の再発防止対策を行う機会を失い、今後も同

種災害が発生するおそれがある。 

     （３）労働災害の発生状況が正確に把握できず、労働基準監

督署が行う労働災害防止対策の遂行が妨げられる。 

  など、影響が多方面に及ぶ重大悪質な犯罪行為です。 

労働基準監督署では、「労災かくし」を行った関係者を、労働安全衛生法違反として

書類送検するなど、厳正に対応しています。 

 

 

「 労 災 か く し 」 は 犯 罪 で す 

労働者死傷病報告 

（厚生労働省ＨＰ） 

労働災害は必ず監督署に報告を！ 




